
R3.4.1改正

（別紙１） 

エネルギー消費性能適合性判定申請手数料（法第１２条、第１３条） 

（新築、増築・改築） 

区  分

（床面積）

申請手数料金額 （円）

当初申請 変更申請

工

場

等

以

外

標主

準要

入室

力入

法力

 法

～300㎡ ２４６，０００ １２４，０００

300㎡超～1,000㎡ ３０９，０００ １５６，０００

1,000㎡超～2000㎡ ３９９，０００ ２０２，０００

2,000㎡超～5,000㎡ ５６９，０００ ２９３，０００

5,000㎡超～10,000㎡ ７０１，０００ ３６４，０００

10,000㎡超～25,000㎡ ８２９，０００ ４３２，０００

25,000㎡超 ９４６，０００ ４９４，０００

モ

デ

ル

建

物

法

～300㎡ ９４，０００ ４８，０００

300㎡超～1,000㎡ １２０，０００ ６１，０００

1,000㎡超～2,000㎡ １５８，０００ ８２，０００

2,000㎡超～5,000㎡ ２５６，０００ １３６，０００

5,000㎡超～10,000㎡ ３３４，０００ １８１，０００

10,000㎡超～25,000㎡ ４０２，０００ ２１８，０００

25,000㎡超 ４７１，０００ ２５７，０００

工

場

等

～300㎡ ２０，０００ １１，０００

300㎡超～1,000㎡ ２８，０００ １６，０００

1,000㎡超～2,000㎡ ４０，０００ ２３，０００

2,000㎡超～5,000㎡ １０３，０００ ６０，０００

5,000㎡超～10,000㎡ １５５，０００ ９１，０００

10,000㎡超～25,000㎡ １９３，０００ １１３，０００

25,000㎡超 ２３９，０００ １４１，０００

複
数
棟
認
定
時
の

他
の
建
築
物
（
認
定
通

知
書
添
付
し
た
場
合
）

～300㎡ １０，０００ ６，０００

300㎡超～1,000㎡ １７，０００ １０，０００

1,000㎡超～2,000㎡ ２９，０００ １７，０００

2,000㎡超～5,000㎡ ８７，０００ ５２，０００

5,000㎡超～10,000㎡ １３７，０００ ８２，０００

10,000㎡超～25,000㎡ １７４，０００ １０４，０００

25,000㎡超 ２１７，０００ １３０，０００

（注）・増改築の場合は増築後の面積とする。ただし、既存部分のＢＥＩ値を１．１以上とした場合は増

改築部分の面積とする。

・工場等及び工場等以外の建築物の複合建築物の場合は、それぞれの面積に応じた金額の合計額と

する。ただし、全体を工場等以外の建築物とした場合の金額が、合計額より低額の場合は、

その金額とする。



R3.4.1改正

（別紙２）

エネルギー消費性能適合性判定の軽微変更該当証明申請手数料 

（新築、増築・改築） 

  区 分 （床面積） 申請手数料金額 （円）

工

場

等

以

外

標主

準要

入室

力入

法力

 法

～300㎡ ６２，０００

300㎡超～1,000㎡ ７８，０００

1,000㎡超～2,000㎡ １０１，０００

2,000㎡超～5,000㎡ １４６，０００

5,000㎡超～10,000㎡ １８２，０００

10,000㎡超～25,000㎡ ２１６，０００

25,000㎡超 ２４７，０００

モ

デ

ル

建

物

法

～300㎡ ２４，０００

300㎡超～1,000㎡ ３０，０００

1,000㎡超～2,000㎡ ４１，０００

2,000㎡超～5,000㎡ ６８，０００

5,000㎡超～10,000㎡ ９０，０００

10,000㎡超～25,000㎡ １０９，０００

25,000㎡超 １２８，０００

工

場

等

～300㎡ ５，０００

300㎡超～1,000㎡ ８，０００

1,000㎡超～2,000㎡ １１，０００

2,000㎡超～5,000㎡ ３０，０００

5,000㎡超～10,000㎡ ４５，０００

10,000㎡超～25,000㎡ ５６，０００

25,000㎡超 ７０，０００

（注）・増改築の場合は増築後の面積とする。ただし、既存部分のＢＥＩ値を

１．１以上とした場合は増改築部分の面積とする。

・工場等及び工場等以外の建築物の複合建築物の場合は、それぞれの面積に

応じた金額の合計額とする。ただし、全体を工場等以外の建築物とした

場合の金額が、合計額より低額の場合は、その金額とする。


